
 
ニュースレポート 

  令和２年６月２５日 

 

報 道 機 関  各 位 

赤穂市産業振興部商工課 

 

タイトル     あこう中小企業者応援給付金事業の受付開始について       

 

下記のとおり報告いたしますのでよろしくお願いいたします。 

 

行事・事業名 

 

あこう中小企業者応援給付金事業の受付開始について 

日  時 令和２年６月３０日（火）から令和２年９月３０日（水）まで 

場所・住所 ― 

趣旨・目的（ＰＲしたいこと） 

  

 新型コロナウイルス感染拡大に伴い影響を受けている市内中小企業者の事業

継続を支えるため、事業全般に幅広く活用できる一律 10 万円の給付金や家賃

の負担がある場合には 5 万円を加算する「あこう中小企業者応援給付金事業」

の受付を開始します。 

 

（申請期間） 

 令和２年６月３０日（火）から９月３０日（水）まで 

（提出先） 

 赤穂市役所 産業振興部 商工課 

  郵送申請にご協力ください。 

 

※詳細は別添の資料をご覧ください。  
問い合わせ先 

部課係名： 産業振興部商工課商工係 

担当者名： 橋本 

電  話： 0791-43-6838   （内線 2253） 

Ｆ Ａ Ｘ： 0791-46-3400 

添付資料（有・無）   ○ホームページへの掲載（有・無） 

AKO CITY 

赤穂市 






